
 

令和３年度 武蔵村山市 

安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金 

のご案内 

≪住宅用新エネルギー利用機器等設置費補助金編≫ 

 

「家 庭 用 蓄 電 池」 

 「住宅用強制循環式ソーラーシステム」 

 「住宅用自然循環式太陽熱温水器」 

 「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」(エネファーム) 

        を設置した市民のかたへ 

 
※住宅用 CO₂冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、 

住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、 

住宅用ガス発電給湯器(エコウィル)については 

令和３年度から補助対象となりませんのでご注意ください。 

 

   家庭からはじめよう 

地球温暖化対策！ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵村山市 



 

  

  

 

１ 補助対象機器及び補助金額                  

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象機器 補助金額 

【家庭用蓄電池】 

 国が平成２８年度以降実施する補助事業における対象機器

として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されてい

るものであること。 

20,000 円に当該対象機器の最大出力値（ｋＷ

を単位とし、小数点以下第２位を四捨五入）を乗

じて得た額とし、100,000 円を限度とする。 

※補助金額 100 円未満の端数は、切り捨てます。 

【住宅用強制循環式ソーラーシステム】 

集熱器と蓄熱槽の間を強制循環によって熱輸送を行い、給

湯又は暖房を行う太陽熱利用システムであって、一般財団法

人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたもの又はこ

れに準じた性能を持つと認められるものであること。 

5,500 円に当該補助対象機器の集熱器の面積

(㎡を単位とし、小数点以下第３位を四捨五入)を

乗じて得た額とし、33,000 円を限度とする。 

※補助金額 100 円未満の端数は、切り捨てます。 

【住宅用自然循環式太陽熱温水器】 

集熱部と貯湯部の間を自然循環作用によって熱輸送を行

い、給湯を行う太陽熱利用システムであって、一般財団法人

ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたもの又はこれ

に準じた性能を持つと認められるものであること。 

3,000 円に当該補助対象機器の集熱部の面積

(㎡を単位とし、小数点以下第３位を四捨五入)を

乗じて得た額とし、12,000 円を限度とする。 

※補助金額 100 円未満の端数は、切り捨てます。 

【家庭用燃料電池コージェネレーションシステム】（エネファーム） 

住居の用途に供する燃料電池コージェネレーションシステム

であって、１台当たりの発電能力が定格出力０．５ｋＷから１．

５ｋＷまでの間であって、貯湯容量が５０ℓ以上の貯湯ユニット

を有するもので、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるもので

あり、かつ、日本産業規格Ｃ８８２３に基づく総合効率がＬＨＶ

基準で８０％以上であること。 

50,000 円 

市では、地球温暖化対策の一環として、家庭から排出される二酸化炭素の削減を推進するため、住宅用新エネル

ギー利用機器等について、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に設置が完了し、又は設置済み住

宅を購入した方で、令和４年３月３１日（木）までに申請した方に、予算で定める額を限度として、その設置に

要した費用の一部を補助します。 

 

 

補助金の交付は、補助対象機器の欄の１区分につき１回限りとなります。 

また、２区分以上の補助対象機器を設置した場合は、その区分ごとの補助金額の合

算額となります。 

補助の条件に合致しているか確認してください。 

【補助対象となる共通の条件】 

① 市内に事業所等を有する事業者（以下「市内事業者」という。）から購入等を

したもの 

② 以下の各機器の条件を全て満たし、未使用の機器であること 

※以下の場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。 

例 既に市の補助金の交付決定を受けたもの、既存の機器の一部として増設するも

の、新規設置機器と撤去機器が同一のもの（エネファームからエネファームへ） 



２ 補 助 対 象 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請日現在において、市内に住所を有していて、住宅

の所有者である。（所有者が２人以上いる場合は、共

有者の同意があること。） 

令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に自ら居住する市内の住宅に市

内事業者から購入等をした未使用の補助対

象機器を設置した。 

令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までの間に未使用の補助対

象機器が設置済みの市内の住宅を購

入した（設置されている機器が市内

事業者から購入等をしたものである

こと）。 

住宅の所有者全員が武蔵村山市の市税等（市民税、

固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康

保険税）を滞納していない。 

補 
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又
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「家庭用蓄電池」を申請する方 

補助対象機器について、この補助金の交付を受けていない。 

 
「家庭用蓄電池」以外を申請する方 

補 助 対 象 者 に 該 当 し ま す。 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

 

 

下記フローで補助対象者に該当するか確認してください。 

国が平成２８年度以降実施する補助事業に

おける対象機器として、一般社団法人環境共

創イニシアチブに登録されている。 



３ 申請に当たって必要な書類  

① 新エネルギー利用機器等設置費補助金交付申請書（市指定様式） 

② 設置した機器の仕様が分かる見積書、契約書、カタログ等又はその写し 

③ 機器の設置前、設置中、設置後の写真 

④ 機器の設置に要した費用の領収書の写し（額の内訳が必要となる場合があります。） 

⑤ 家庭用蓄電池を設置した場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されていることが

分かる書類 

⑥ 機器が設置された住宅を購入した場合は、当該住宅を購入した日及び設置されている機器が市

内に事業所等を有する市内事業者から購入等をしたものであることが分かる書類 

⑦ 住民票の写し 

⑧ 武蔵村山市の市税等（市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税）の

納税を証明する書類 

⑨ その他市長が必要と認める書類 

⑩ 委任状（代理の方が申請をする場合） 

（注意）⑦、⑧については、この申請に係る資格審査に際し、住民登録、納税状況等について必要

な書類を関係各課から収集することに同意する方は、省略できます。 

 

４ 申 請 方 法  

 

 

 

 

５ 協 力 事 項  

 

 

 

補助対象機器の設置が完了した後、「３申請に当たって必要な書類」

をそろえ、市役所２階産業観光課へ提出してください（郵送等は 

不可）。申請には、機器の設置前、設置中、設置後の写真、印鑑（シャチ

ハタ不可）、振込先の口座番号が必要となります。 

 

 

補助対象機器を設置し、市の補助金の交付を受けた方については、

補助対象機器の設置に伴う効果等を測定するため、必要に応じて売

電量及び買電量に関するデータ等の提供やその他エネルギー使用

量等に関するデータ等の提供をお願いします。 

 

 



６ その他の注意事項  

 

 

・令和３年３月３１日までに設置が完了したものは補助対象外です。 

・市内業者から購入等をしたもの（補助対象機器が設置済の住宅を購入した場合は、設置されている

機器が市内業者から購入等をしたものを補助の要件としています。 

・設置する機器は未使用であることが必要です。 

・既存の機器の一部として増設するもの、機器の更新であって新たに設置する機器が撤去する機器と

同一のもの（例：エネファームからエネファームへの更新）及び既に市の補助金の交付決定を受け

たものは補助対象外です。 

・必要に応じ現地調査を行います。 

・偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき又は補助金交付要綱の規定に違反した

ときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める場合があります。 

※代理で補助金の申請をされる方は、委任状が必要です。 

 

７ 補助金交付フロー  
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 30 日前後 

 

 

 

 

 

補助対象機器を設置してから補助金が入金（振込み）

されるまでの流れになります。 

下記の注意事項を確認してください。 



８ 補助制度のＱ＆Ａ  

 

 

 

 

 

Ｑ 太陽光発電システムと強制循環式ソーラーシステムが一体となった機器を

設置したのですが、補助金の交付申請をすることはできますか？ 

Ａ はい。補助対象機器のみの補助金の交付申請を行うことができます。 

Ｑ 市内に住所があり、市内の賃貸アパートを経営しています。オーナーである

私が、このアパートに補助対象機器を設置した場合、補助金の交付申請をす

ることができますか？ 

Ａ いいえ。賃貸住宅等の所有者や管理者が補助対象機器を設置した場合、補助

金の交付申請をすることはできません。ただし、一つの建物内に、個人住宅、

店舗、事務所又は賃貸住宅等の併用部分がある併用住宅や複数の個人住宅が

集合している集合住宅等においては、自己が所有する居住に用いるための個

人住宅で、現に居住している方は対象となります。 

Ｑ 補助対象機器を設置した建売住宅を販売していますが、販売業者が補助金の

交付を受けることはできますか？ 

Ａ いいえ。補助金の交付を受けることができるのは、当該住宅を購入した市民

の方です。販売業者は補助金の交付を受けることはできません。 

Ｑ 二世帯住宅に住んでいるのですが、一階が両親の住居、二階が私たちの住居

になっています。それぞれの世帯に別々の家庭用燃料電池コージェネレーシ

ョンシステム（エネファーム）を設置したのですが、両世帯とも補助金の交

付申請をすることができますか？ 

Ａ 電気メーターが世帯別に設置されており、電力会社との電気受給契約も世帯

別に締結していれば補助金の交付申請をそれぞれの世帯ですることは可能

です。また、他の補助対象機器についても、電気、ガス、水道等、世帯別に

メーター等が設置されている場合、それぞれの世帯で補助金の交付申請をす

ることは可能です。詳しくは、市役所産業観光課へお問合せください。 

みなさんのご質問にお答えします。その他の内容は、市役所

産業観光課へお問合せください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

９ 東京都の補助金（家庭におけるエネルギー利用の 

高度化促進事業、燃料電池自動車の導入促進事業）等について 

クール・ネット東京 東京都地球温暖化防止活動推進センター 
    ０３－５９９０－５０６１ 

    https://www.tokyo-co2down.jp/ 

 

Ｑ 補助金交付申請に当たって必要な書類に「住民票の写し」と「市税の納税証

明書」とありますが、省略することはできないのですか？ 

Ａ 申請に係る資格審査に際し、住民登録、納税状況等について必要な資料を関

係各課から収集することに同意いただければ、省略することができます。こ

の場合、申請書裏面の同意欄に署名、押印をお願いします。  

なお、納税状況等書類の収集について同意をいただいた場合であっても、他

の区市町村から転入等された方については、納税証明書の提出をお願いする

場合がありますのでご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

武蔵村山市役所 協働推進部 産業観光課 

  商工係  042-565-1111 内線：227・225 

HP: https://www.city.musashimurayama.lg.jp/  

kurashi/seikatsu/1012248/1000953.html 

 


